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令和７年 1１月２０日施行 通勤手当の非課税限度額の改定 

令和 7 年 11 月 19 日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通

用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 

この改正は、令和 7 年 11 月 20 日に施行され、令和 7 年 4 月 1 日以後に支払われるべき通勤手当につい

て遡って適用されます。このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合

には、令和 7年分の年末調整で対応が必要となります。 

11月 20日以降に支給する給与から改正を加味することになりますが、給与計算システムの更新等が間に

合わず対応できない場合も年末調整での対応が必要となります。 

   年の途中に退職した人などに対して、既に源泉徴収票を交付している場合には、「支給金額」欄を訂正す

るとともに、「摘要」欄に“再交付”と表示した源泉徴収票を再度交付します。 

 

詳しい内容、ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。 
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